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殺
人
、
器
物
損
壊
被
告
事
件
、
最
高
裁
平
成
二
八
年
（
あ
）
第
三
〇
七
号
、
平
成
二
九
年
四
月
二
六
日
第
二
小

法
廷
決
定
、
上
告
棄
却
、
刑
集
七
一
巻
四
号
二
七
五
頁
、
判
例
時
報
二
三
四
〇
号
一
一
八
頁
、
判
例
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イ
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一
四
三
九
号
八
〇
頁

【
事
実
の
概
要
】

一　

認
定
事
実

　

第
一
審
判
決
及
び
原
判
決
の
認
定
並
び
に
記
録
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
事
実
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1　

被
告
人
（
当
時
四
六
歳
）
は
、
知
人
で
あ
る
A
（
当
時
四
〇
歳
）
か
ら
、
平
成
二
六
年
六
月
二
日
午
後
四
時
三
〇
分
頃
、
不
在
中
の
自
宅
（
マ
ン
シ
ョ

ン
六
階
）
の
玄
関
扉
を
消
火
器
で
何
度
も
た
た
か
れ
、
そ
の
頃
か
ら
同
月
三
日
午
前
三
時
頃
ま
で
の
間
、
十
数
回
に
わ
た
り
電
話
で
、「
今
か
ら
行
っ
た
る



一
三
〇

か
ら
待
っ
と
け
。
け
じ
め
と
っ
た
る
か
ら
。」
と
怒
鳴
ら
れ
た
り
、
仲
間
と
共
に
攻
撃
を
加
え
る
と
言
わ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
身
に
覚
え
の
な
い
因
縁
を
付

け
ら
れ
、
立
腹
し
て
い
た
。

2　

被
告
人
は
、
自
宅
に
い
た
と
こ
ろ
、
同
日
午
前
四
時
二
分
頃
、
A
か
ら
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
前
に
来
て
い
る
か
ら
降
り
て
来
る
よ
う
に
と
電
話
で
呼
び

出
さ
れ
て
、
自
宅
に
あ
っ
た
包
丁
（
刃
体
の
長
さ
約
一
三
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
に
タ
オ
ル
を
巻
き
、
そ
れ
を
ズ
ボ
ン
の
腰
部
右
後
ろ
に
差
し
挟
ん
で
、

自
宅
マ
ン
シ
ョ
ン
前
の
路
上
に
赴
い
た
。

3　

被
告
人
を
見
付
け
た
A
が
ハ
ン
マ
ー
を
持
っ
て
被
告
人
の
方
に
駆
け
寄
っ
て
来
た
が
、
被
告
人
は
、
A
に
包
丁
を
示
す
な
ど
の
威
嚇
的
行
動
を
取
る

こ
と
な
く
、
歩
い
て
A
に
近
づ
き
、
ハ
ン
マ
ー
で
殴
り
か
か
っ
て
来
た
A
の
攻
撃
を
、
腕
を
出
し
腰
を
引
く
な
ど
し
て
防
ぎ
な
が
ら
、
包
丁
を
取
り
出
す
と
、

殺
意
を
も
っ
て
、
A
の
左
側
胸
部
を
包
丁
で
一
回
強
く
突
き
刺
し
て
殺
害
し
た
。

二　

訴
訟
の
経
緯

本
件
は
一
審
、
二
審
と
も
に
殺
意
の
有
無
と
正
当
防
衛
及
び
過
剰
防
衛
の
成
否
が
争
わ
れ
て
い
る）

1
（

。
第
一
審
大
阪
地
裁
（
平
成
二
七
年
九
月
一
七
日
判

決
刑
集
七
一
巻
四
号
三
〇
六
頁
）
は
、
正
当
防
衛
及
び
過
剰
防
衛
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
は
A
の
攻
撃
を
「
十
分
に
想
定
の
上
で
本
件
現
場
に
赴

い
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
被
告
人
と
A
と
の
争
い
は
本
件
現
場
に
A
が
赴
い
た
時
点
で
鎮
静
化
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
被
告
人
が
A
に

対
し
て
有
し
て
い
た
腹
立
ち
の
気
持
ち
や
本
件
現
場
で
の
被
告
人
の
行
動
に
基
づ
い
て
、
被
告
人
に
は
、
本
件
現
場
に
赴
く
際
、
A
が
攻
撃
し
て
き
た
ら
、

そ
の
機
会
を
積
極
的
に
利
用
し
て
、
A
を
刺
す
な
ど
し
て
や
ろ
う
と
い
う
攻
撃
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
て
「
被
告
人
は
本
件
攻
撃
に
出
る
こ
と

が
正
当
化
さ
れ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
ら
、
被
告
人
に
は
、
正
当
防
衛
も
過
剰
防
衛
も
成
立
し
な
い
」
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
弁
護
人
は
被
告
人
に
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
と
述
べ
て
控
訴
し
た
。
第
二
審
大
阪
高
裁
（
平
成
二
八
年
二
月
一
〇
日
判
決
刑
集
七
一
巻

四
号
三
一
一
頁
）
は
、
被
告
人
は
Ａ
の
攻
撃
を
十
分
に
想
定
し
て
い
た
と
す
る
原
判
決
の
認
定
に
誤
り
は
な
く
、
被
告
人
の
Ａ
に
対
す
る
積
極
的
な
加
害

意
思
を
認
め
た
原
判
決
の
認
定
に
つ
い
て
も
、
被
告
人
が
殺
傷
能
力
の
あ
る
包
丁
を
持
ち
出
し
た
こ
と
、
ま
た
Ａ
の
攻
撃
を
受
け
た
後
そ
の
包
丁
を
Ａ
に
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示
す
な
ど
の
示
威
行
動
を
取
ら
な
い
ま
ま
す
ぐ
に
Ａ
の
胸
部
を
突
き
刺
し
た
こ
と
か
ら
、
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
不
合
理
な
点
は
な
い
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
弁
護
人
は
、
控
訴
趣
意
同
様
に
、
被
告
人
に
正
当
防
衛
を
認
め
ず
有
罪
と
し
た
こ
と
の
判
例
違
反
と
、
積
極
的
加
害
意
思
を
認
定
し
た

こ
と
の
事
実
誤
認
を
主
張
し
て
上
告
し
た
。
本
決
定
は
、
弁
護
人
の
上
告
趣
意
は
い
ず
れ
も
上
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
上
で
、
正
当
防
衛
及
び
過

剰
防
衛
の
成
否
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
職
権
判
断
を
示
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
決
定
要
旨
】

上
告
棄
却
。

「
刑
法
三
六
条
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
と
い
う
緊
急
状
況
の
下
で
公
的
機
関
に
よ
る
法
的
保
護
を
求
め
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
と
き
に
、
侵
害
を
排
除

す
る
た
め
の
私
人
に
よ
る
対
抗
行
為
を
例
外
的
に
許
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
侵
害
を
予
期
し
た
上
で
対
抗
行
為
に
及
ん
だ
場
合
、

侵
害
の
急
迫
性
の
要
件
に
つ
い
て
は
、侵
害
を
予
期
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、直
ち
に
こ
れ
が
失
わ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
（
最
高
裁
昭
和
四
五
年
（
あ
）

第
二
五
六
三
号
同
四
六
年
一
一
月
一
六
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
刑
集
二
五
巻
八
号
九
九
六
頁
参
照
）、
対
抗
行
為
に
先
行
す
る
事
情
を
含
め
た
行
為
全
般
の

状
況
に
照
ら
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
事
案
に
応
じ
、
行
為
者
と
相
手
方
と
の
従
前
の
関
係
、
予
期
さ
れ
た
侵
害
の
内
容
、
侵
害
の
予

期
の
程
度
、
侵
害
回
避
の
容
易
性
、
侵
害
場
所
に
出
向
く
必
要
性
、
侵
害
場
所
に
と
ど
ま
る
相
当
性
、
対
抗
行
為
の
準
備
の
状
況
（
特
に
、
凶
器
の
準
備

の
有
無
や
準
備
し
た
凶
器
の
性
状
等
）、
実
際
の
侵
害
行
為
の
内
容
と
予
期
さ
れ
た
侵
害
と
の
異
同
、
行
為
者
が
侵
害
に
臨
ん
だ
状
況
及
び
そ
の
際
の
意
思

内
容
等
を
考
慮
し
、
行
為
者
が
そ
の
機
会
を
利
用
し
積
極
的
に
相
手
方
に
対
し
て
加
害
行
為
を
す
る
意
思
で
侵
害
に
臨
ん
だ
と
き
（
最
高
裁
昭
和
五
一
年

（
あ
）
第
六
七
一
号
同
五
二
年
七
月
二
一
日
第
一
小
法
廷
決
定
・
刑
集
三
一
巻
四
号
七
四
七
頁
参
照
）
な
ど
、
前
記
の
よ
う
な
刑
法
三
六
条
の
趣
旨
に
照
ら

し
許
容
さ
れ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
場
合
に
は
、
侵
害
の
急
迫
性
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

前
記
一
の
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
、
A
の
呼
出
し
に
応
じ
て
現
場
に
赴
け
ば
、
A
か
ら
凶
器
を
用
い
る
な
ど
し
た
暴
行
を
加
え
ら
れ
る
こ
と

を
十
分
予
期
し
て
い
な
が
ら
、
A
の
呼
出
し
に
応
じ
る
必
要
が
な
く
、
自
宅
に
と
ど
ま
っ
て
警
察
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
包
丁
を
準
備
し
た
上
、
A
の
待
つ
場
所
に
出
向
き
、
A
が
ハ
ン
マ
ー
で
攻
撃
し
て
く
る
や
、
包
丁
を
示
す
な
ど
の
威
嚇
的
行
動
を
取
る
こ
と
も
し

な
い
ま
ま
A
に
近
づ
き
、A
の
左
側
胸
部
を
強
く
刺
突
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。こ
の
よ
う
な
先
行
事
情
を
含
め
た
本
件
行
為
全
般
の
状
況
に
照
ら
す
と
、

被
告
人
の
本
件
行
為
は
、
刑
法
三
六
条
の
趣
旨
に
照
ら
し
許
容
さ
れ
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
侵
害
の
急
迫
性
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
も
の
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
つ
き
正
当
防
衛
及
び
過
剰
防
衛
の
成
立
を
否
定
し
た
第
一
審
判
決
を
是
認
し
た
原
判
断
は
正
当
で
あ
る
。」

【
研
　
究
】

一　

本
件
に
お
け
る
問
題
点
と
正
当
防
衛
（
刑
法
三
六
条
一
項
）
に
つ
い
て

本
件
は
、
被
告
人
の
包
丁
に
よ
る
刺
突
行
為
に
つ
い
て
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
か
、
そ
れ
と
も
正
当
防
衛
は
成
立
せ
ず
殺
人
罪
が
成
立

す
る
の
か
、
そ
の
際
、
過
剰
防
衛
も
成
立
し
な
い
の
か
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
刑
法
三
六
条
一
項
は
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
要
件
を
規

定
し
て
い
る
が
、
本
件
で
は
、
そ
の
う
ち
、
被
告
人
に
と
っ
て
「
急
迫
性
」
が
認
め
ら
れ
る
の
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
急
迫
」
と

は
、
判
例
に
よ
れ
ば
、「
法
益
の
侵
害
が
間
近
に
押
し
迫
つ
た
こ
と
す
な
わ
ち
法
益
侵
害
の
危
險
が
緊
迫
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

つ
て
、
被
害
の
現
在
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」）

2
（

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
通
常
、
過
去
の
侵
害
又
は
将
来
の
侵
害
に
対
し
て
正
当
防

衛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
将
来
の
侵
害
と
の
関
係
で
は
、
行
為
者
が
近
い
将
来
、
相
手
か
ら
加

え
ら
れ
る
侵
害
を
予
期
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
し
て
、
行
為
者
が
相
手
か
ら
加
え
ら
れ
る
侵
害
の
内
容
、
程
度
を
予
期
し
て
当

該
侵
害
に
臨
ん
だ
場
合
、
こ
の
侵
害
は
行
為
者
に
と
っ
て
「
急
迫
性
」
が
あ
る
と
い
え
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者
に
侵
害
の
予
期
の

あ
る
こ
と
が
当
該
侵
害
の
急
迫
性
の
有
無
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
か
が
判
例
・
学
説
と
も
に
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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二　

判　
　
　

例

そ
こ
で
、
急
迫
性
の
要
件
と
侵
害
の
予
期
の
関
係
に
つ
い
て
明
示
的
に
述
べ
た
先
例）3
（

と
し
て
は
、
本
件
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
①
最
高

裁
昭
和
四
六
年
一
一
月
一
六
日
判
決
（
刑
集
二
五
巻
八
号
九
九
六
頁
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
被
告
人
が
同
じ
旅
館
に
泊
ま
っ
て
お
り
喧
嘩
中

の
A
に
謝
っ
て
仲
直
り
を
し
よ
う
と
思
っ
て
旅
館
に
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
A
か
ら
一
方
的
に
手
拳
で
顔
面
を
殴
打
さ
れ
傷
害
を
負
わ
さ

れ
た
上
、
さ
ら
に
殴
打
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
違
う
使
用
目
的
で
隠
し
て
い
た
く
り
小
刀
で
左
胸
部
を
突
き
刺
し
て
A
を
死
亡
さ

せ
た
事
案
で
あ
る
が
、最
高
裁
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
A
の
加
害
行
為
の
急
迫
性
を
肯
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
刑
法
三
六
条
に
い
う『
急

迫
』
と
は
、
法
益
の
侵
害
が
現
に
存
在
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
間
近
に
押
し
迫
つ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
侵
害
が
あ
ら
か
じ
め
予

期
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
急
迫
性
を
失
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。」

し
か
し
な
が
ら
、
本
判
決
は
、
相
手
か
ら
加
え
ら
れ
る
侵
害
に
つ
い
て
あ
る
程
度
予
期
し
て
い
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
該
侵
害

を
ほ
ぼ
確
実
に
予
期
し
て
い
た
場
合
に
は
急
迫
性
が
否
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
急
迫
性
は
否
定
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
の
か
に
つ

い
て
解
釈
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
に
し
た
判
例
が
、
本
件
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
②
最
高
裁
昭
和
五
二
年
七

月
二
一
日
決
定
（
刑
集
三
一
巻
四
号
七
四
七
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
中
核
派
に
属
す
る
被
告
人
X
、
Y
は
同
派
の
学
生
ら
と
共

謀
の
上
、
政
治
集
会
の
開
催
予
定
地
に
お
い
て
、
か
ね
て
対
立
関
係
に
あ
っ
た
革
マ
ル
派
に
属
す
る
学
生
ら
に
対
し
て
再
度
の
攻
撃
が
あ

る
こ
と
を
予
期
し
て
共
同
加
害
の
目
的
を
も
っ
て
鉄
パ
イ
プ
等
を
凶
器
と
し
て
集
合
し
、
所
携
の
鉄
パ
イ
プ
等
を
用
い
て
暴
行
を
加
え
た

と
い
う
事
案
で
あ
る
が
、
最
高
裁
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
革
マ
ル
派
の
学
生
ら
の
攻
撃
の
急
迫
性
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
刑
法

三
六
条
が
正
当
防
衛
に
つ
い
て
侵
害
の
急
迫
性
を
要
件
と
し
て
い
る
の
は
、
予
期
さ
れ
た
侵
害
を
避
け
る
べ
き
義
務
を
課
す
る
趣
旨
で
は

な
い
か
ら
、
当
然
又
は
ほ
と
ん
ど
確
実
に
侵
害
が
予
期
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
侵
害
の
急
迫
性
が
失
わ
れ
る
わ
け
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で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
こ
れ
と
異
な
る
原
判
断
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
違
法
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
同
条

が
侵
害
の
急
迫
性
を
要
件
と
し
て
い
る
趣
旨
か
ら
考
え
て
、
単
に
予
期
さ
れ
た
侵
害
を
避
け
な
か
つ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
機

会
を
利
用
し
積
極
的
に
相
手
に
対
し
て
加
害
行
為
を
す
る
意
思
で
侵
害
に
臨
ん
だ
と
き
は
、
も
は
や
侵
害
の
急
迫
性
の
要
件
を
充
た
さ
な

い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
本
決
定
に
よ
り
、
侵
害
の
確
実
な
予
期
が
あ
っ
た
場
合
で
も
急
迫
性
は
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
が

明
示
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
予
期
さ
れ
た
侵
害
に
対
し
、
積
極
的
加
害
意
思
を
も
っ
て
臨
ん
だ
と
き
に
は
急
迫
性
が
否
定
さ
れ
る
と

い
う
論
理
（
積
極
的
加
害
意
思
論
）
が
定
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三　

学　
　
　

説

こ
の
よ
う
な
判
例
の
立
場
に
対
し
、
学
説
で
は
、
急
迫
性
要
件
と
侵
害
の
予
期
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
侵
害
の
確
実
な
予
期
が
あ
っ

た
場
合
で
も
急
迫
性
は
否
定
さ
れ
な
い
と
す
る
判
例
の
考
え
方
に
与
す
る
も
の
の
、
侵
害
を
予
期
し
た
上
で
積
極
的
加
害
意
思
を
有
し
て

い
た
場
合
に
急
迫
性
が
否
定
さ
れ
る
と
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
批
判
も
多
く
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
侵
害
が
「
急
迫
」
で
あ
る
か
は
純

粋
に
客
観
的
に
把
握
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
当
該
侵
害
が
防
衛
行
為
者
に
よ
っ
て
予
期
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
防
衛
行
為
者
に

積
極
的
加
害
意
思
が
あ
る
場
合
で
も
、
侵
害
が
客
観
的
に
切
迫
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
急
迫
性
が
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る）（
（

。
一
方
、
判
例
の
よ
う
に
「
急
迫
性
」
の
有
無
を
行
為
者
の
主
観
的
事
情
も
含
め
て
判
断
す
る
こ
と
を
支
持
す

る
見
解
も
存
在
す
る）（
（

が
、現
在
で
は
侵
害
を
予
期
し
た
上
で
の
「
積
極
的
加
害
意
思
」
の
有
無
は
防
衛
行
為
者
の
迎
撃
態
勢
の
程
度
に
よ
っ

て
客
観
化
し
て
判
断
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
あ
る）（
（

。
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四　

検　
　
　

討

本
決
定
は
、
急
迫
性
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
の
考
慮
要
素
を
可
視
化
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
並
列
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
の
で
、
実
務
上
、
そ
の
相
互
の
具
体
的
な
優
劣
関
係
を
読
み
取
る
に
は
解
釈
の
余
地
が
あ
る
。
特
に
、
本
決
定
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
実

務
に
お
い
て
多
用
さ
れ
て
き
た
「
積
極
的
加
害
意
思
」（
本
決
定
で
は
、「
行
為
者
が
そ
の
機
会
を
利
用
し
積
極
的
に
相
手
方
に
対
し
て
加
害
行
為
を

す
る
意
思
で
侵
害
に
臨
ん
だ
と
き
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。）
の
意
義
に
つ
い
て
ど
う
解
す
べ
き
か
が
ま
ず
問
題
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
問
題
に
関
連
し
て
、「
侵
害
の
予
期
」
と
「
積
極
的
加
害
意
思
」
が
急
迫
性
の
有
無
の
判
断
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
に
つ

い
て
、
す
で
に
最
高
裁
の
基
本
的
な
考
え
方
を
先
に
見
た
（
本
稿
〔
研
究
〕
二
部
分
）。
ま
た
、
本
決
定
で
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
が
、「
侵
害
の
予
期
」
と
「
積
極
的
加
害
意
思
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
判
例
と
し
て
、
③
最
高
裁
昭
和
五
九
年
一
月
三
〇
日
判
決
（
刑
集

三
八
巻
一
号
一
八
五
頁
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
A
に
以
前
殴
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
被
告
人
が
、
同
僚
の
仲
裁
で
話
し
合
い
に
応
じ
よ
う
と
移

動
し
た
際
に
、
A
が
被
告
人
の
捨
て
た
木
刀
で
殴
り
か
か
っ
て
来
た
た
め
、
最
初
は
逃
げ
て
い
た
も
の
の
持
っ
て
い
た
鋏
で
A
を
刺
突
し

死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
本
判
決
に
お
い
て
は
被
害
者
の
木
刀
に
よ
る
攻
撃
は
被
告
人
の
予
期
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

急
迫
不
正
の
侵
害
に
あ
た
る
と
し
、
侵
害
の
予
期
が
欠
け
る
こ
と
を
理
由
に
急
迫
性
が
肯
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
積
極
的

加
害
意
思
の
有
無
の
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
積
極
的
加
害
意
思
」
は
「
侵
害
の
予
期
」
が
あ
る
と
き
に
は
じ
め

て
問
題
と
な
り
、
侵
害
の
予
期
が
な
い
場
合
に
は
、
侵
害
の
急
迫
性
の
有
無
の
判
断
と
の
関
係
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

本
件
の
第
一
審
、
第
二
審
も
、
被
告
人
に
侵
害
の
予
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
積
極
的
加
害
意
思
の
有
無
を
検
討
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、
本
決
定
の
あ
て
は
め
部
分
に
お
い
て
は
、
積
極
的
加
害
意
思
と
い
う
文
言
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
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審
、
第
二
審
で
は
、
被
告
人
に
「
積
極
的
加
害
意
思
」
が
認
め
ら
れ
る
か
が
殺
意
の
有
無
と
と
も
に
大
き
な
争
点
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

を
踏
ま
え
れ
ば
最
高
裁
で
も
最
大
の
争
点
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
本
件
は
「
積
極
的
加
害
意
思
」
を
認
定
し
て
、

従
来
の
積
極
的
加
害
意
思
論
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
事
案
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
最
高
裁
が
「
積
極
的
加

害
意
思
」
と
い
う
用
語
を
使
わ
ず
に
急
迫
性
を
否
定
し
た
こ
と
に
は
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
審
、
第
二
審

で
は
、
A
の
ハ
ン
マ
ー
に
よ
る
攻
撃
に
対
し
、
被
告
人
が
包
丁
を
示
す
な
ど
の
威
嚇
的
行
動
を
取
ら
ず
に
A
に
近
づ
い
て
包
丁
で
A
の
左

側
胸
部
を
強
く
刺
し
た
と
い
う
事
実
が
「
積
極
的
加
害
意
思
」
が
あ
る
こ
と
の
認
定
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
事
実
が
本
決
定
で
は

「
急
迫
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
を
判
断
す
る
た
め
の
「
行
為
者
が
侵
害
に
臨
ん
だ
状
況
」
の
一
事
情
と
し
て
の
み
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
積
極
的
加
害
意
思
論
に
よ
る
判
例
実
務
は
確
立
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が）（
（

、
急
迫
性
の
有
無

を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、「
積
極
的
加
害
意
思
」
の
役
割
を
減
じ
た
い
と
い
う
最
高
裁
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）（
（

。
も
ち

ろ
ん
、
積
極
的
加
害
意
思
論
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
昭
和
五
二
年
決
定
は
本
決
定
で
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
義
が
失
わ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
決
定
は
「
積
極
的
加
害
意
思
」
の
認
定
に
大
き
く
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
積
極
的
加
害
意
思
を
推
認
さ
せ
る

要
素
も
含
め
て
考
慮
要
素
を
明
確
化
し
、よ
り
大
き
な
枠
組
み
で
の
解
決
を
目
指
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
よ
う
な
総
合
判
断
が
採
用
さ
れ
た
の
は
最
高
裁
が
裁
判
員
裁
判
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う）（
（

。

他
方
、
第
一
審
、
第
二
審
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
最
高
裁
で
の
み
言
及
さ
れ
た
急
迫
性
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
の
考
慮
要
素

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
侵
害
の
予
期
の
時
点
で
の
回
避
可
能
性
の
観
点
で
あ
る
。
侵
害
の
回
避
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

昭
和
五
二
年
決
定
で
も
「
刑
法
三
六
条
が
正
当
防
衛
に
つ
い
て
侵
害
の
急
迫
性
を
要
件
と
し
て
い
る
の
は
、
予
期
さ
れ
た
侵
害
を
避
け
る

べ
き
義
務
を
課
す
る
趣
旨
で
は
な
い
」
と
さ
れ
付
随
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
決
定
で
は
急
迫
性
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
の
要
素
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と
し
て
明
記
さ
れ
た
こ
と
に
意
味
が
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
下
級
審
の
レ
ベ
ル
で
は
、「
回
避
義
務
」
に
明
示
的
に
言
及
し
て
急
迫
性
の

有
無
が
判
断
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
本
件
と
同
様
に
、
予
期
さ
れ
た
侵
害
か
ら
退
避
す
る
こ
と
や
警
察
の
援
助
を
受
け
る
こ

と
が
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
を
急
迫
性
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
た
も
の）（1
（

や
侵
害
の
確
実
な
予
期
が
あ
り
な
が
ら
積
極
的
加
害
意
思
を
も
っ
て

侵
害
に
臨
ん
だ
者
に
は
回
避
義
務
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
も
の）（（
（

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
侵
害
の
予
期
の
時
点
で
の
回
避
可
能
性
が
考
慮
さ

れ
た
理
由
と
し
て
、
大
ま
か
な
表
現
で
は
あ
る
も
の
の
、
本
決
定
は
刑
法
三
六
条
の
趣
旨
を
「
緊
急
行
為
を
理
由
と
し
た
公
的
救
助
の
期

待
可
能
性
の
欠
如
」
と
示
し
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
的
余
裕
が
あ
り
公
的
救
助
と
し
て
の
警
察
の

援
助
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
回
避
可
能
性
が
あ
れ
ば
緊
急
行
為
と
し
て
例
外
的
に
私
人
の
実
力
行
使
を
認
め
る

正
当
防
衛
の
趣
旨
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
昭
和
五
二
年
決
定
で
は
前
述
の
よ
う
に
刑
法
三
六
条
が
「
侵
害

の
急
迫
性
を
要
件
と
し
て
い
る
趣
旨
」
と
だ
け
述
べ
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
は
言
及
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
参
考
に
な
ろ
う
。
も
っ

と
も
、
こ
の
「
緊
急
行
為
」
の
性
質
か
ら
導
出
さ
れ
る
刑
法
三
六
条
の
趣
旨
は
、
同
じ
く
緊
急
行
為
の
緊
急
避
難
に
も
妥
当
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
当
防
衛
に
お
い
て
は
一
般
に
緊
急
避
難
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
補
充
性
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
す
る
と
、
こ
の
趣
旨
を
急
迫
性
の
有
無
の
判
断
に
お
い
て
強
く
押
し
出
し
て
解
釈
し
て
い
く
と
、
侵
害
の
回
避
可
能
性
の
観
点
が
厳
格

な
も
の
と
な
っ
て
急
迫
性
が
認
め
ら
れ
な
く
な
り
、
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
た
め
の
入
口
を
狭
め
す
ぎ
る
と
い
う
危
険
も
考
え
ら
れ）（1
（

、
こ

の
趣
旨
の
射
程
は
そ
れ
ほ
ど
広
く
解
す
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
急
迫
性
」
要
件
と
緊
急
避
難
の
「
現
在
性
」
要
件

と
は
判
例
上
も
学
説
上
も
一
般
に
同
義
と
解
さ
れ
て
い
る）（1
（

が
、
急
迫
性
の
有
無
に
関
す
る
本
決
定
の
総
合
的
な
判
断
が
今
後
定
着
す
る
と

す
れ
ば
、
判
例
の
考
え
る
「
急
迫
性
」
と
「
現
在
性
」
の
解
釈
上
の
評
価
に
つ
い
て
齟
齬
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
回
避
可
能
性
を
急
迫
性
の
有
無
の
判
断
材
料
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
六
年
判
決
が
「
法
益
に
対
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す
る
侵
害
を
避
け
る
た
め
他
に
と
る
べ
き
方
法
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
は
、
防
衛
行
為
と
し
て
や
む
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問

題
で
あ
り
、
侵
害
が
『
急
迫
』
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
行
為
者
の
侵
害
回
避
義
務
は
侵
害
の
急
迫
性
の

存
否
を
判
断
す
る
う
え
で
関
係
が
な
い
と
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
矛
盾
し
て
い
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
昭
和
四
六
年
判

決
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
回
避
可
能
性
は
侵
害
時
に
お
け
る
事
情
を
問
題
と
し
て
お
り
、
侵
害
予
期
の
時
点
に
お
け
る
回
避
可
能
性
を
問
題

と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）（1
（

。
同
じ
よ
う
な
問
題
は
、
積
極
的
加
害
意
思
と
防
衛
の
意
思
を
判
断
す
る
際
に
用
い
ら

れ
る
攻
撃
の
意
思
と
の
差
異
を
考
え
る
場
合
に
も
生
じ
る
。
こ
こ
で
も
、
積
極
的
加
害
意
思
は
侵
害
に
直
面
す
る
前
の
、
対
抗
行
為
の
予

備
な
い
し
準
備
段
階
に
お
け
る
行
為
者
の
心
理
状
態
を
指
し
、
攻
撃
の
意
思
ま
た
は
防
衛
の
意
思
は
侵
害
に
直
面
し
た
際
の
行
為
者
の
心

理
状
態
を
い
う
こ
と
は
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る）（1
（

。
こ
の
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
急
迫
性
の
有
無
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
、
行
為

者
が
侵
害
に
臨
む
ま
で
の
状
況
と
そ
の
際
の
意
思
内
容
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
決
定
で
急
迫
性
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
考
慮
さ
れ

る
べ
き
事
柄
は
「
行
為
者
が
侵
害
に
臨
ん
だ
状
況
及
び
そ
の
際
の
意
思
内
容
」
と
さ
れ
て
い
る
。
本
件
で
は
被
告
人
が
包
丁
を
示
す
な
ど

の
威
嚇
的
行
動
を
取
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
「
行
為
者
が
侵
害
に
臨
ん
だ
状
況
」
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
事
情
は
不
正
の
侵
害
に
直
面
し
た
後
の
事
情
で
あ
り
、
こ
れ
が
急
迫
性
の
有
無
を
左
右
す
る
か
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
点
は
一

考
を
要
す
る）（1
（

。
す
な
わ
ち
、
先
の
理
解
に
よ
れ
ば
不
正
の
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
時
点
で
、
侵
害
の
予
期
や
回
避
可
能
性
等
の
判
断
と
と
も

に
す
で
に
当
該
侵
害
に
急
迫
性
が
あ
る
か
が
定
ま
る
の
で
あ
り
、
不
正
の
侵
害
に
接
し
た
後
の
行
為
者
の
態
度
に
よ
っ
て
、
一
度
認
め
ら

れ
た
急
迫
性
が
否
定
さ
れ
た
り
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
急
迫
性
が
肯
定
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

本
決
定
は
「
不
正
の
侵
害
に
先
行
す
る
事
情
」
で
は
な
く
、「
対
抗
行
為
に
先
行
す
る
事
情
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る）（1
（

の
で
、
不
正

の
侵
害
に
直
面
し
た
後
の
行
為
者
の
態
度
が
急
迫
性
の
有
無
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
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な
が
ら
、
行
為
者
の
主
観
的
事
情
を
含
め
て
急
迫
性
の
有
無
を
判
断
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
決
定
の
「
行
為
者
が
侵
害
に
臨
ん
だ
状
況
」

の
中
で
考
慮
さ
れ
る
事
情
は
防
衛
の
意
思
で
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
区
別
す
る
た
め
に
も
侵
害
に
直
面
す
る
前
の
、
対
抗
行
為
の
予
備
な
い

し
準
備
段
階
に
お
け
る
行
為
者
の
心
理
状
態
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
侵
害
の
直
面
後
に
準
備
し
て
い
た
凶
器

等
を
ど
う
使
う
か
、
ど
の
よ
う
な
態
度
に
出
る
か
は
、
実
際
に
接
し
た
侵
害
の
種
類
・
程
度
に
よ
っ
て
変
わ
り
う
る
の
で
、
侵
害
に
臨
む

ま
で
に
行
為
者
が
有
し
て
い
た
意
思
内
容
と
乖
離
す
る
こ
と
も
あ
る
。
侵
害
の
直
面
後
の
行
為
者
の
態
度
は
、
急
迫
性
の
有
無
の
判
断
に

行
為
者
の
主
観
的
事
情
が
含
ま
れ
、
そ
れ
を
客
観
的
状
況
か
ら
推
認
す
る
と
し
て
も
除
外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
防
衛
の
意
思
の
有
無
の

検
討
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
他
、
本
決
定
の
示
し
た
急
迫
性
の
有
無
の
判
断
要
素
の
中
に
凶
器
の
準
備
の
有
無
や
準
備

し
た
凶
器
の
性
状
と
い
っ
た
具
体
的
な
例
示
も
踏
ま
え
た
「
対
抗
行
為
の
準
備
状
況
」
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
積
極
的
加
害

意
思
を
客
観
化
し
て
で
き
る
だ
け
安
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
妥
当
と
考
え
る
。

五　

本
決
定
の
意
義
・
射
程

本
決
定
は
、
刑
法
三
六
条
の
趣
旨
に
立
ち
返
り
、
行
為
者
の
主
観
的
事
情
や
対
抗
行
為
の
先
行
事
情
も
含
め
て
急
迫
性
の
有
無
の
判
断

が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、昭
和
五
二
年
決
定
に
よ
っ
て
確
立
し
た
積
極
的
加
害
意
思
論
の
意
義
を
相
対
化
さ
せ
（
侵
害
の
予
期
が
あ
り
、

積
極
的
加
害
意
思
が
認
め
ら
れ
な
く
て
も
急
迫
性
が
否
定
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
）、
積
極
的
加
害
意
思
の
位
置
づ
け
を
改
め
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、

急
迫
性
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
対
抗
行
為
に
先
行
す
る
事
情
を
含
め
た
行
為
全
般
の
状
況
に
照
ら
し
た
総
合
判
断
に
よ
る
と

い
う
定
式
化
を
行
い
、
そ
の
際
に
考
慮
す
べ
き
要
素
に
つ
い
て
具
体
化
し
た
こ
と
も
実
務
上
、
重
要
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
考
慮
す
べ
き

要
素
と
し
て
、
回
避
可
能
性
の
観
点
が
明
示
的
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
や
考
慮
要
素
の
客
観
化
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
本
決
定
の



一
四
〇

意
義
が
あ
ろ
う
。

加
え
て
、
本
件
で
は
被
告
人
に
よ
る
不
正
な
先
行
行
為
は
存
在
し
な
い
の
で
そ
の
意
味
で
は
本
件
と
事
案
を
異
に
す
る
が
、
自
招
侵
害

の
ケ
ー
ス
で
示
さ
れ
た
最
高
裁
平
成
二
〇
年
五
月
二
〇
日
決
定
（
刑
集
六
二
巻
六
号
一
七
八
六
頁
）
の
判
断
と
本
決
定
の
判
断
と
の
関
係
や
、

本
決
定
で
列
挙
さ
れ
た
各
々
の
考
慮
要
素
が
ど
の
よ
う
に
類
型
化
さ
れ
て
急
迫
性
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
今
後

の
判
例
の
集
積
を
待
つ
ほ
か
は
な
い
と
い
え
よ
う）（1
（

。

　
追
　
記

脱
稿
後
、
非
常
に
多
く
の
本
件
の
評
釈
お
よ
び
関
連
論
文
に
接
し
た
。
例
え
ば
、
大
塚
裕
史
「
侵
害
の
『
急
迫
性
』
要
件
の
意
義
と
射
程

─
最
高
裁

平
成
二
九
年
決
定
を
手
掛
か
り
と
し
て
」
判
時
二
三
五
七
・
二
三
五
八
合
併
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
三
頁
以
下
、
大
谷
實
「
自
招
侵
害
と
正
当
防
衛
論

─

最
高
裁
第
二
小
法
廷
平
成
二
九
年
四
月
二
九
日
決
定
に
関
連
し
て
」
判
時
二
三
五
七
・
二
三
五
八
合
併
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
頁
以
下
、
木
崎
峻
輔
「
相
互

闘
争
状
況
に
お
け
る
侵
害
の
急
迫
性
の
判
断
基
準

─
最
決
平
二
九
・
四
・
二
六
（
刑
集
七
一
巻
四
号
二
七
五
頁
）─
」
筑
波
法
政
七
四
巻
（
二
〇
一
八
年
）

四
一
頁
以
下
、
佐
伯
仁
志
「
正
当
防
衛
の
新
判
例
に
つ
い
て
」
判
時
二
三
五
七
・
二
三
五
八
合
併
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
九
頁
以
下
、
坂
下
陽
輔
「
判
評
」

二
三
六
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
六
九
頁
以
下
、
嶋
矢
貴
之
「
刑
法
学
の
出
発
点
と
し
て
の
条
文

─
変
容
す
る
正
当
防
衛
制
限
論
か
ら
」
法
教
四
五
一

号（
二
〇
一
八
年
）二
六
頁
以
下
、高
橋
則
夫「『
急
迫
性
』の
判
断
構
造

─
最
高
裁
平
成
二
九
年
決
定
を
め
ぐ
っ
て

─
」研
修
八
三
七
号（
二
〇
一
八
年
）

三
頁
以
下
、橋
田
久
『
平
成
二
九
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
臨
増
一
五
一
八
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
五
四
頁
以
下
、波
床
昌
則
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー

ナ
ル
五
四
号（
二
〇
一
七
年
）一
四
八
頁
以
下
、森
住
信
人「
侵
害
の
予
期
と
急
迫
不
正
の
侵
害
の
判
断
基
準
」専
修
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
三
号（
二
〇
一
七
年
）

一
一
三
頁
以
下
、
山
本
和
輝
「
正
当
防
衛
状
況
の
前
段
階
に
お
け
る
公
的
救
助
要
請
義
務
は
認
め
ら
れ
る
か
？
（
1
）─
最
高
裁
平
成
二
九
年
四
月
二
六

日
決
定
を
契
機
と
し
て

─
」
立
命
館
法
學
三
七
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
九
六
頁
以
下
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
で
は
、
正
当
防
衛
の
趣
旨
お
よ
び
判

例
の
急
迫
性
の
判
断
方
法
の
再
論
、
不
正
の
侵
害
後
の
事
情
も
急
迫
性
判
断
の
素
材
と
し
う
る
ま
た
は
す
べ
き
論
理
、
本
決
定
の
挙
げ
る
考
慮
事
情
の
個

別
的
意
義
づ
け
に
関
す
る
分
析
、
平
成
二
〇
年
決
定
で
示
さ
れ
た
基
準
と
本
決
定
で
示
さ
れ
た
基
準
と
を
関
連
さ
せ
た
考
察
、
正
当
防
衛
の
正
当
化
根
拠

に
立
ち
返
っ
た
急
迫
性
判
断
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
出
向
き
型
と
待
ち
受
け
型
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
判
断
基
準
の
類
型
化
の
提
案
、
比
較
法
的
研
究
等
、
本
稿
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で
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
観
点
お
よ
び
本
稿
の
立
場
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
の
示
唆
に
富
ん
だ
重
要
な
指
摘
に
触
れ
た
が
本
稿
で
は
検
討
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。

（
1
）
本
稿
で
は
以
下
、
正
当
防
衛
（
お
よ
び
過
剰
防
衛
）
の
成
否
に
つ
い
て
の
み
論
じ
る
。

（
2
）
最
判
昭
和
二
四
年
八
月
一
八
日
刑
集
三
巻
九
号
一
四
六
五
頁
。

（
3
）
昭
和
四
六
年
以
前
の
判
例
で
も
正
当
防
衛
の
要
件
論
と
関
連
さ
せ
て
正
当
防
衛
を
否
定
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
ど
の
事
実
を
と
ら
え
て
各
要
件

を
否
定
し
た
の
か
が
昭
和
四
六
年
判
決
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
（
橋
爪
隆
『
正
当
防
衛
論
の
基
礎
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
一
三
八
頁
以
下
、
明

照
博
章
『
積
極
的
加
害
意
思
と
そ
の
射
程
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
七
九
頁
）。

（
（
）
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）［
第
四
版
］）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
三
八
二
頁
以
下
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
［
新
版
第
四
版
］』（
成

文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
二
七
五
頁
以
下
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
［
第
六
版
］』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
二
五
七
頁
。

（
（
）
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
［
第
三
版
］』（
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
）
二
三
五
頁
、
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
［
第
二
版
］』（
弘
文
堂
、
二
〇
一

〇
年
）
一
五
五
頁
以
下
。

（
（
）
川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
［
第
三
版
］』（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
三
五
六
頁
以
下
。

（
（
）
堀
籠
幸
男
・
中
山
隆
夫
「
正
当
防
衛
」『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
［
第
三
版
］
第
二
巻
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
五
六
六
頁
。

（
（
）
急
迫
性
が
否
定
さ
れ
る
一
例
と
し
て
の
み
の
意
義
で
あ
る
（
是
木
誠
「
判
評
」
警
察
学
論
集
七
〇
巻
八
号
一
九
〇
頁
以
下
、
菅
原
健
志
「
判
評
」

警
察
公
論
七
三
巻
二
号
九
四
頁
、
中
尾
佳
久
「
侵
害
を
予
期
し
た
上
で
対
抗
行
為
に
及
ん
だ
場
合
に
お
け
る
刑
法
三
六
条
の
急
迫
性
の
判
断
方
法
」

最
高
裁
時
の
判
例
一
五
一
〇
号
一
〇
八
頁
、成
瀬
幸
典「
侵
害
の
急
迫
性
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」法
学
教
室
四
四
四
号
一
五
八
頁
）。

例
外
的
な
役
割
し
か
果
た
さ
な
い
と
す
る
の
は
前
田
雅
英
「
判
評
」
捜
査
研
究
七
九
九
号
二
二
頁
。

（
（
）
中
尾
・
前
掲
注（
（
）一
〇
八
頁
。

（
10
）
大
阪
高
裁
昭
和
五
六
年
一
月
二
〇
日
判
決
（
判
時
一
〇
〇
六
号
一
一
二
頁
）、
東
京
地
判
平
成
一
四
年
一
月
一
一
日
（w

estlaw
japan 

文
献
番

号2002W
LJPCA

0111（001

）、
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
一
〇
月
八
日
判
決
（
判
タ
一
三
八
八
号
三
七
〇
頁
）。

（
11
）
奈
良
地
判
平
成
一
九
年
三
月
二
七
日
（w

estlaw
japan 

文
献
番
号200（W

LJPCA
032（（01

）。

（
12
）
井
上
宜
裕
「
正
当
防
衛
に
お
け
る
侵
害
の
予
期
と
急
迫
性
」
新
・
判
例
解
説W

atch
刑
法N

o.123

（
二
〇
一
八
年
二
月
二
日
掲
載
）
三
頁
以
下
。



一
四
二

入
り
口
要
件
と
し
て
の
急
迫
性
の
存
在
を
否
定
す
る
判
例
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
再
検
討
を
促
さ
れ
る
の
は
、
照
沼
亮
介
「
侵
害
を
予
期
し
た

上
で
対
抗
行
為
に
及
ん
だ
場
合
に
お
け
る
刑
法
三
六
条
の
急
迫
性
の
判
断
方
法
」
法
学
教
室
四
四
五
号
五
四
頁
。
こ
の
よ
う
な
判
例
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
は
公
的
機
関
に
よ
る
十
全
な
法
益
保
護
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
さ
れ
る
の
は
門
田
成
人
「
正
当
防
衛
の
趣
旨
と
『
急
迫
性
』
の
判

断
方
法
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
五
〇
号
一
〇
九
頁
。

（
13
）
安
田
拓
人
「
緊
急
避
難
」『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
［
第
三
版
］
第
二
巻
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
六
八
九
頁
。

（
1（
）
栃
木
力
「
正
当
防
衛
に
お
け
る
急
迫
性
」『
刑
事
事
実
認
定
重
要
判
決
（0
選
上
《
第
二
版
》』（
立
花
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
七
七
頁
注
1
）。

（
1（
）
栃
木
・
前
掲
注（
1（
）七
九
頁
注
2
）、
橋
爪
隆
「
正
当
防
衛
」『
注
釈
刑
法
』
四
三
二
頁
、
四
四
八
頁
、
明
照
・
前
掲
注（
3
）一
六
三
頁
。

（
1（
）
小
林
憲
太
郎
「
自
招
侵
害
論
の
行
方
」
判
例
時
報
二
三
三
六
号
一
四
四
頁
。

（
1（
）
安
廣
文
夫
「
殺
人
に
つ
き
防
衛
の
意
思
を
欠
く
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
六
〇
年
度
一
四
二
頁
以

下
で
、
す
で
に
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
「
積
極
的
加
害
意
思
」
と
「
防
衛
の
意
思
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
同
様
の
区
別
（
判
断
時
点
に
よ
る
区
別
）

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
現
に
反
撃
行
為
に
及
ぶ
以
前
（
反
撃
行
為
の
予
備
な
い
し
準
備
段
階
）
に
お
け
る
本
人
の
意
思
内
容
」
と

表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
本
決
定
の
表
現
（
対
抗
行
為
に
先
行
す
る
事
情
）
と
も
親
和
性
が
あ
る
。

（
1（
）
本
決
定
と
似
た
事
案
に
お
い
て
、
本
決
定
の
判
断
に
従
い
急
迫
性
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
、
仙
台
地
判
平
成
二
九
年
九
月
二
二
日
（w

estlaw
 

japan 

文
献
番
号 201（W
LJPCA

0（22（003
）
が
あ
る
。

（
流
通
経
済
大
学
法
学
部
専
任
講
師
）


